（別紙３）

補助事業実績書

１　事業者
	名称
	
	代表者職・氏名
	




２　補助に係る支出の詳細
	経費区分
（費目）
	内容
	補助事業に要した経費
（税込）
	補助対象経費（税抜）
	支出日
	事業実施日
（合格発表日）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	


※その他必要書類（実績報告にあたって必要な書類）
（１）補助事業に係る支出を証する書類の写し
（２）補助事業に係る契約書又は請書の写し
（３）補助事業の実施状況が確認できる写真
（注）
１　補助に係る支出の詳細について
　・　計上する経費については、必ず支払の事実を証明できる証拠書類を添付すること。
　　　支払の事実を証明できる証拠書類は「一式」の記載ではなく、内訳がわかるものとすること。
　・　支払の事実に関する客観性の担保のため、原則として支払方法は銀行振込とし、現金決済のみの取引
（代金引き換え限定のサービス等）を除き、１取引１０万円超(税抜)の支払は、現金払は認めない。
・　見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類の宛先等は、全て補助事業者である必要がある。宛先が補助事業者と異なるものや記載のないもの、日付の確認できないもの等は証拠書類として認めない。
　・　「内容」は、内容や経費の内訳を具体的に記載すること。（「一式」の記載は不可）
　　　なお、必要に応じて「別紙参照」と記載し、添付資料等を用いて差し支えない。

２　その他
· 欄が足りない場合は、適宜、行数を追加して差し支えない。
· 補助事業年度終了後５年間は、会計検査院による検査等が行われることがあり、補助事業者は検査等
に協力する義務がある。そのため、経費の支払に係る証拠書類等は、他の事業と混合しないよう整理し、補助事業実施年度終了後５年間保存すること。
